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米国の新たなリタイアメント制度「myRA」 

2014年1月28日に、米国の新しいリタイアメントプランである「myRA」の導入が公表されま

した。米国では、退職資産形成のために導入されている税制優遇の3分の2が所得層の上

位20％によって利用されている等、低・中間所得層の従業員の退職資産形成が必ずしも十

分に進んでいないと捉えられています。myRAは、低・中間所得層の従業員が、税優遇口座

を活用し、気軽に退職資産形成を始められる制度になることが期待されています。 

 

はじめに 

オバマ大統領は、2014年1月28日に行われた

一般教書演説において、新リタイアメントプランで

ある「myRA（my Retirement Account）」の導入

を公表しました。myRAは、米国の低・中間所得

者層の従業員が、退職後の資産形成を手軽に、

安心して始めることができる制度として設計され

ています。 

myRAは、オバマ大統領の指示に基づき財務

省が導入します。オバマ大統領は、2009年に大

統領に就任した当初から、予算教書において低・

中間所得者層の退職資産形成について、全ての

従業員が自動的に私的年金に加入する「従業員

のIRA（Individual Retirement Account、個人退

職勘定）自動加入制度の導入」を提案しておりま

した1。myRAは、この「従業員のIRA自動加入制

                                                 
1 2009年に大統領に就任した当初から提案を行っています。

詳しくは、野村亜紀子「金融危機を経て確定拠出型年金拡

充を目指す米国オバマ政権 ―わが国でも急がれる私的年

 

度の導入」に向けた一歩と捉えることができま

す。 

 

myRAの制度概要 

myRAは、年収129,000ドル以下の個人、若し

くは、パートナー2と合算した年収が191,000ドル

以下であれば加入できます。25ドル以上で口座

開設することができ、加入者は毎月の給与から

最低5ドル以上3の拠出を行います。このように、

myRAは少額から加入できる条件になっているた

め、低・中間所得者層の従業員にとって日常生

活の大きな負担になることなく、手軽に加入でき

                                                                           
金拡充の議論―」『資本市場クォータリー』2009年秋号を参

照。 
2 夫婦や、夫婦に準ずる関係の相手。 
3 拠出額が5ドル以上であれば、加入者が自ら決めることが

できます。 詳しくは、“Starter Savings Accounts: Obama’s 

‘myRA’”, The Washington Post, Jan. 30, 2014を参照。 
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る制度になっています。 

加入者は税引き後の資金を毎月、給与天引き

で拠出し、米国債（財務省証券）を通じて運用を

行います。また、加入者の資金や金利の支払い

は政府によって保証されます4。債券を通じて受

け取る金利についてはRoth IRA5と同様に非課

税の扱いになるほか、加入者に手数料は課され

ません。 

拠出限度額は、年間最大5,500ドル、50歳以

上であれば6,500ドルであり、Roth IRAやIRAと

合算して計算されます6。ただし、加入を続けるな

かでmyRAの資産残高が15,000ドルに達する、

若しくは、加入から30年を経過すると、Roth IRA

に強制的に移行されます。早期引出しは可能で

すが、加入者が59.5歳に到達するまでに引出し

を行うと、元本は非課税ですが、利子に対して課

税、また、利子に対して10％のペナルティが課さ

れます7。 

 

ｍｙRA導入の狙い 

今般のmyRAの導入の狙いは、企業年金のな

い従業員も含め、多くの国民の間で税制優遇を

活用した退職資産形成が行われることです。 

現在、米国リタイアメントプランの税控除資産

                                                 
4 Thrift Savings Plan（TSP）の投資の選択肢の一つであ

るGファンドをモデルとし、同等の利回りが提供されます。G

ファンドの運用利回りは、2012年は1.47％、2003年から

2012年までの平均利回りは3.61％となっています。 
5 拠出時に所得控除はありませんが、運用時は非課税、給

付時も最初の拠出から5年以上等の条件を満たせば非課税

という税制措置の付与した個人退職勘定（IRA）です。  
6 myRAの拠出金額はIRA等と合算して計算されるため、両

制度への拠出が5,500ドル（50歳以上は6,500ドル）を超え

ることはできません。例えば、IRAに3,000ドルを拠出する従

業員は、myRAへの拠出は残りの2,500ドルが限度となりま

す。 
7 利子へのペナルティについては、報道ベース。 

総額をみると、3分の2は所得上位20％の従業員、

さらには、税控除資産総額の3分の1は所得上位

5％の従業員の資産となっており、大部分が高額

所得者層の資産となっています8。即ち、現在の

リタイアメントプランの税制は、相対的に所得の

高い層の資産形成の支えとしては効果を発揮し

ていますが、本来、税制措置による支援を、より

必要としている低・中間所得者層の従業員の支

えには十分な効果を発揮していないと見ることも

できます。 

従業員の退職資産形成の手法に関しては、企

業年金を導入している企業に勤める従業員は、

確定拠出型企業年金（401(k)プラン）等で行う一

方、企業年金を導入していない企業に勤める従

業員は、個人的にIRA等の私的年金に加入する

等、自ら退職資産形成を行う必要があります。近

年、企業年金を導入している企業では、「利用可

能な人に利用してもらう」方策として401(k)プラン

の自動加入が有効性を発揮しているものの、実

際に企業年金に加入できているのは、全従業員

の約50％、パートタイム従業員の約25％であり9、

約7,800万人の従業員10が企業年金に加入でき

ていない状況にあります。こうした背景を踏まえ、

myRAは、従来以上に多くの国民が税制優遇を

活用し、退職資産形成を行える制度を目指して

います。 

このほか、myRAの導入には、オバマ大統領

が従来から提案している「従業員のIRA自動加

入制度の導入」に繋げる狙いもあります。オバマ

                                                 
8 “Fact Sheet: opportunity for All: Securing a Dignified 

Retirement for All Americans”, The White House, Jan.29, 

2014を参照。 
9 脚注7を参照。 
10  詳 し く は  “The President’s 2013 Budget Would 

Enable Almost All Americans to Save for Retirement”, 

Brookings, Feb.15, 2013を参照。 
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大統領は、今般のmyRAの導入に合わせ、改め

て議会に「従業員のIRA自動加入制度の導入」

について議論を進めていこうと呼びかけています。

また、導入されるmyRA自体も、資産残高が

15,000ドル、或いは加入から30年を経過した時

点でRoth IRAへ移管されるほか、年間拠出限度

額をRoth IRAと分け合う制度となっています。つ

まり、オバマ大統領は、Roth IRAに類似した

myRAを自らの指示で財務省に導入させ、議会

でなかなか進展しない「従業員のIRA自動加入

制度の導入」に向けて議論が進展することを狙っ

ていると考えられます。 

 

おわりに 

米国では、IRAや確定拠出型企業年金等の拡

大によって、リタイアメントプランの加入者や資産

残高は増加しています。しかし、税制優遇の利用

が高額所得者に偏っている等、本来、資産形成

を支援したい低・中間所得者層の従業員の退職

資産形成が効率良く進んでおりません。今般の

myRAは、口座開設に必要な金額や毎月の拠出 

金額が低い水準で設定されていることから、低・

中間所得者層の従業員が、日常生活に負担を

かけることなく、安心して、気軽に始めることがで

きる制度になると考えられます。 

myRAに関しては、一部では、①拠出額が少

なくても加入できるため、加入者が加入したこと

に満足してしまい、本来退職後に必要とする資産

に到達しない恐れがある11、②加入者の投資可

能先が米国財務省証券に限定されるため、高い

リターンを追求できる資産に投資する機会損失

に繋がる12、などの批判的な意見もあります。し

かし、従来の税制措置ではリタイアメントプランを

利用してこなかった人々の加入につながれば、

それらの人々が長期投資の効果を亭受しながら

退職に備える第一歩になるという意義も見いだ

せると思われます。myRAは、2014年3月4日公

表の2015年度連邦政府予算案にも盛り込まれ

ています。引き続き、myRAを始めとする米国リタ

イアメント業界には注目が集まると思われます。 

 
 

                                                 
11 Nancy Anderson “The Dangers Of The New MyRA 

Retirement Accounts”, Forbes, Jan. 30, 2014を参照。 
12 脚注4を参照。 
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